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暴力・暴言～言語環境を整えます 思いやりあふれるおやまっこ 

校 長  三瓶 昌信 

 先日の全校朝会で子供たちが明るくて笑顔が多く、あいさつもとてもいいという話をしました。ただ、気

になることを２点伝えました。 

 ・友達への暴力（叩いた、蹴った等） 

 ・気になる言葉…「死ね」「殺す」等 

 暴力に関しては、いかなる理由があっても許さない！と子供たちに話しました。教師による体罰も決して

許されませんし、現在は親子であっても、子供への暴力は虐待として法律で禁止されています。また、その

疑いがある場合も通報する義務があります。 

 言葉に関しては法律で禁止されているわけではありませんが、簡単に口にしてはいけない言葉があると私

は考えます。ネット社会、マスメディアを中心に言語環境は大きく乱れていると感じます。もちろん、歴史

的に見ても言語が変化するということは認識しています。私が子供の頃とは言葉の意味そのものも変わって

いる言葉もあります。でも、容易く使ってはいけない言葉はあると考えます。 

 以前もお伝えしましたが、暴力や言語は子供たちに責任があるとは思いません。子供は大人を映す鏡で

す。学校や家庭での言語環境について考える必要があるのではないでしょうか。社会全般に責任があるので

しょうが、まずは身近なところから、私たち一人一人ができることから始めなくてはいけないと考えます。

学校でも学年・学級で子供たちと共に考えます。ぜひ、ご家庭でも子供たちと話し合っていただけると幸い

です。ご協力ください。今よりもさらに「おもいやりあふれるおやまっこ」を目指します。 

【熱中症事故防止】…これからの時期、防止対策を徹底します 

・ＷＢＧＴ熱中症指標計による測定を毎日実施する。 

・こまめに水分補給をさせる。 

 

６年生保護者の皆様【新中学校１年生対象】 

町田市立中学校通学区域緩和制度のお知らせ 

町田市教育委員会では、2025 年度に新中学校１年生になるお子さんの保護者を対象に、住所で定めら

れた通学区域の学校（指定校）以外の学校を希望申請できる制度があります。８月上旬に、教育委員会より

ご自宅へ案内書および申請書が郵送されます。 

なお、本制度は各学校に入学できる人数〔受入枠〕が設定されています。 

詳しくは、教育委員会からの案内書をご覧ください。 

申請方法・提出期限 

電子申請、直接又は郵送で 10 月 4 日（金）までに町田市教育委員会 

学務課へ。（提出期限後の受付はできませんのでご注意ください。）         

※町田市では公式 LINE・メール配信サービスにて学校教育情報を配信しています。 

上記の QR コードから登録いただくことができます。ぜひ、ご利用ください。 

《問い合わせ先》町田市教育委員会学務課 ℡042－724－2176 
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